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竜王さくらニュータウン・諸費用＆補助金について 
 

●水道料金 （支払） 

（上水道：1 ヶ月あたり）※口径 13mm の場合 
基本料金（使用量 15 ㎥まで） ：3,000 円 
以降 1 ㎥ごとに   ：125 円 

（下水道：1 ヶ月あたり） 
基本料金（使用量 15 ㎥まで） ：1,800 円 
以降 1 ㎥ごとに   ：125 円 

 
（計算例：1 ヶ月の使用量 20 ㎥の場合） 

上水道：基本料金 3,000 円＋余剰分 625 円（5 ㎥×125 円） 
= 3,625 円＋消費税 
下水道：基本料金 1,800 円＋余剰分 625 円（5 ㎥×125 円） 
= 2,425 円＋消費税 
※竜王町は全て一律。さくら団地は浄化槽の為、上水道料金のみ 
 

（参考・一世帯あたりの平均水道使用量） 
 

世帯人員 使用水量 世帯人員 使用水量 

1 人 8.2m³ 4 人 24.3m³ 

2 人 15.9m³ 5 人 28.5m³ 

3 人 20.4m³ 6 人以上 33.9m³ 

東京都水道局 平成 28 年度生活用水実態調査 

●浄化槽について （支払） 

保守点検：年 4 回（うち 1 回に法定検査・1 回に清掃を併せて行います） 
[保守点検] 浄化槽の装置・機器を長く維持するための定期点検です。 
[法定検査] 浄化槽法第 11 条によって義務付けられた、水質等の検査です 
[清  掃] 溜まった汚泥のくみ取り、装置の洗浄を行います。 
※基本居住者不在でも作業可。くみ取りの際は事前に連絡。 
（清掃当日・マンホールの上に車等が置いてあると作業が出来ない為） 

費  用：年間 38,000 円～40,000 円程度（分割払いも可能です） 
  月額約 3,200 円～3,500 円程度 
請負業者：株式会社 日吉（TEL：0748-32-5111） 
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竜王さくらニュータウン・諸費用＆補助金について 
 

●水道加入金について （支払） 

初回加入金：88,000 円（口径 13mm の場合） 
新築時のみ、竜王町にお支払いいただきます。 
 

●自治会費について （支払） 

初回加入金：50,000 円 
月額：2,500 円（自治会費 1,500 円＋集会所建設積立金 1,000 円） 
上記金額を、年 3 回・4 ヶ月分まとめて集金いたします。 
 

●浄化槽設置補助金について （取得） 

浄化槽設置の際、竜王町に設置補助金を申請・取得出来ます。 
※定められた条件を満たす必要があります（業者に補助金の利用を伝える） 
金額は槽の大きさによって異なります。 
 
人槽区分 限度額 
5 人槽 332,000 円 
6～7 人槽 414,000 円 
8～10 人槽 548,000 円 
11～20 人槽 939,000 円 
21～30 人槽 1,472,000 円 
31～50 人槽 2,037,000 円 

 


